
（※二次下請以下の場合） （※一次下請の場合）

建設業許可権者へ社会保険等に
未加入の下請業者の名称等を通報
【調達課又は上下水道総務課】

（様式５）

○社会保険等の加入又は適用
除外が確認できる書類

（様式３又は様式４）の提出

○社会保険等の加入が
　確認できる書類が未提出

工事担当課へ措置内容等の連絡
【調達課又は上下水道総務課】

施工体制台帳等により全ての下請業者の
社会保険等の加入状況を確認【工事担当課】

社会保険等未加入対策手続フロー

未加入

　元請業者に対する
　工事成績評定の減点
　【技術監理課
　　(工事担当課)】

加入・適用除外

対応不要

○調達課又は上下水道総務課に施工体制台帳・再下請負通知書の写しを送付【工事担当課】
○元請業者に「社会保険等未加入状況報告書（様式１）」を速やかに提出するよう連絡
　【調達課又は上下水道総務課】

○元請業者へ社会保険等の加入が確認できる書類の請求
　【調達課又は上下水道総務課】（様式２）
　※指定期間（原則１か月）

元請業者に対する
入札参加停止措置
【調達課】


